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1-2 

車載器

車両検知器（S2）

路側無線装置
（第１アンテナ）

ＥＴＣ車線表示板

車両検知器（S4）

車線監視カメラ

路側無線装置
（第２アンテナ）

発進制御機

インターホン

路側表示器

分電盤

路側無線装置
（路側ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ集約部）

入口発券出口徴収方式

入口料金所（参考）

【専用車線】

車載器

車両検知器（S2）

車両検知器（S4）

車線監視カメラ

発進制御機

路側表示器

入口発券出口徴収方式

出口料金所（参考）

【専用車線】

インターホン

車両検知器（S1）

車両検知器（S1）

通行券発行装置

通信領域

通信領域

路側無線装置
（注：再通信アンテナ）

（注：オプション）

路側無線装置
（注：再通信アンテナ）

通信領域

通信領域

ナンバープレート読取装置
（注：ナンバープレート撮像部（後方用））

ナンバープレート読取装置
（ナンバープレート撮像部（前方用））

ナンバープレート読取装置
（注：ナンバープレート撮像部（後方用））

ナンバープレート読取装置
（注：ナンバープレート撮像部（前方用））

分電盤

路側無線装置
（路側ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ集約部）

路側無線装置
（第１アンテナ）

ＥＴＣ車線表示板

（注：オプション）
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1-1-3 ETC路側装置の機能概要 

各ETC路側装置の機能概要を以下に示す。 

(1) 路側無線装置 

1) アンテナ(無線部)[第1・第2] 

ETC車線を通行する車両に取付けられた車載器と無線通信を行い、料金徴収に必要なデー

タを送受信する。 

2) アンテナ（無線部）[再通信]（オプション） 

第1アンテナでETC車線を通行する車両に取付けられた車載器との無線通信が失敗した際

に使用され、第1アンテナの代わりに、料金徴収に必要なデータを送受信する。 

3) 車線サーバ(通信制御部) 

各ETC路側装置の動作状況により制御を行い、アンテナ(第1・第2・再通信（オプショ

ン）)で受信したデータ等を処理し、料金所サーバへ送信する。また、各ETC路側装置から送

出される故障情報を受信する。 

(2) ETC車線表示板 

ETC車線を通行する車両に対し、車線運用状況の表示を行う。 

(3) 車両検知器 

ETC車線を通行する車両に対し、車両の検知等を行い、通行情報の処理を行う。 

(4) ナンバープレート読取装置 

ETC車線を通行する車両に対し、車種識別対象となった車両について、ナンバープレート撮

像を行い、ナンバープレート情報等の情報を取得し車種識別を行う。また、併せて車両検知器

(S1)の各種機能を行う。 

(5) 路側表示器 

ETC車線を通行する車両に対し、表示器の表示により、通行可否及び料金表示等を行う。 

(6) 発進制御機 

ETC車線を通行する車両に対し、開閉バーの制御により、通行可否の指示を行う。 

(7) ブース内表示器 

ブース内の収受員に対し、ETC車線を通行する車両がETC車、異常ETC車又は非ETC車等を

表示すると共に、発進制御機の開制御等を行う。 

(8) インターホン 

料金事務室に設置された親機と、アイランドに設置された子機で構成され、停止した車両と

の通話に用いる。 

(9) 通行券発行装置 

ETC車線を通行した車両が、非ETC車又は異常ETC車に対して、通行券の発券を行う。 

(10) 車線監視カメラ 

ETC車線を通行する車両等の撮影を行う。 
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(11) 料金所サーバ 

車線サーバからの各ETC路側装置の状態監視や本装置の状態監視を行い、車線監視制御装置

へ通知及び料金収受機械システム等の上位装置へのETC処理結果情報の送受信を行う。 

(12) ICカード処理装置 

路側無線装置の整備されない料金所に設置され、ICカードによる決済を行うための処理と記

録を行う。 

(13) 車線監視制御装置 

ETC車線の運用状態の監視並びに各種ETC路側装置の状態監視及び制御を行う。 

(14) 路側無線装置(お知らせ用) 

車両に取付けられた車載器と無線通信を行うことにより、車載器におけるETC用ICカード

の未挿入に対して通知を行う。 

1) アンテナ(無線部) 

本線又はランプを通行する車両に取付けられた車載器と無線通信を行い、未挿入通知に必

要なデータを送受信する。 

2) 制御部 

アンテナ(無線部)で受信したデータ等を処理すると共に、アンテナ(無線部)から送出され

る故障・監視制御情報を送受信する。 

(15) 無停電電源装置(UPS) 

商用電源の停電等により自家発電設備から給電が開始されるまでの間、各種ETC路側装置に

対して安定した電源供給を行う。 

(16) 画像サーバ（オプション） 

ナンバープレート読取装置から受信したナンバープレート情報等を蓄積し、指定された条件

より検索を行う。 

 

 

 

  

1-5 



 

7 
 

旧 新 備考 

 

 

 

1-2 他の規格書及び仕様書等との関連 

関連する他の規格書及び仕様書（本仕様書を含む）を表1-2.1に示す。 

 

表1-2.1 関連ETC規格書及び仕様書一覧 

番 号 関連規格書及び仕様書 

ＥＴＣ－Ｂ**２００Ｐ ５．８ＧＨｚ帯ＤＳＲＣ路側無線装置規格書 

ＥＴＣ－Ｂ**２１０Ｐ ５．８ＧＨｚ帯ＤＳＲＣ車載器規格書 

ＥＴＣ－Ｂ**２３０Ｐ ５．８ＧＨｚ帯ＤＳＲＣインタフェース規格書 

ＥＴＣ－Ａ**２００Ｐ ＥＴＣ路側無線装置仕様書 

ＥＴＣ－Ａ**２１０Ｐ ＥＴＣ車載器仕様書 

施仕第**２２０－１号 路側無線装置（料金所用）仕様書 

施仕第**２２０－１Ａ号 路側無線装置（料金所用）仕様書 

施仕第**２２０－１Ｂ号 路側無線装置（料金所用）仕様書 

施仕第**２２０－２号 ＥＴＣ車線表示板仕様書 ※1※2※3 

施仕第**２２０－３号 車両検知器仕様書 

施仕第**２２０－４号 ナンバープレート読取装置仕様書 

施仕第**２２０－５号 路側表示器仕様書 

施仕第**２２０－６号 発進制御機仕様書 

施仕第**２２０－７号 ブース内表示器仕様書 

施仕第**２２０－８号 インターホン仕様書 

施仕第**２２０－９号 通行券発行装置仕様書 

施仕第**２２０－１０号 車線監視カメラ仕様書 

施仕第**２２０－１１号 料金所サーバ仕様書 

施仕第**２２０－１２号 ＩＣカード処理装置仕様書 

施仕第**２２０－１３号 車線監視制御盤仕様書 

施仕第**２２０－１４号 ＥＴＣ監視中央局設備仕様書 

施仕第**２２０－１５号 路側無線装置（お知らせ用）仕様書 

施仕第**２２１－１（２Ｇ）号 路側無線装置（料金所用２Ｇ）仕様書 

施仕第**２２１－２（２Ｇ）号 ＥＴＣ車線表示板(２Ｇ）仕様書 

施仕第**２２１－３（２Ｇ）号 車両検知器（２Ｇ）仕様書 

施仕第**２２１－４（２Ｇ）号 ナンバープレート読取装置（２Ｇ）仕様書 

施仕第**２２１－５（２Ｇ）号 路側表示器（２Ｇ）仕様書 

施仕第**２２１－６（２Ｇ）号 発進制御機（２Ｇ）仕様書 

施仕第**２２１－８（２Ｇ）号 インターホン（２Ｇ）仕様書 

施仕第**２２１－１０（２Ｇ）号 車線監視カメラ（２Ｇ）仕様書 

施仕第**２２１－１１（２Ｇ）号 料金所サーバ（２Ｇ）仕様書 

施仕第**２２１－１３（２Ｇ）号 車線監視制御装置（２Ｇ）仕様書 

施仕第**２２１－１６（２Ｇ）号 車線サーバ（ソフトウェア）（２Ｇ）仕様書 

施仕第**２２１－１７（２Ｇ）号 無停電電源装置（ＵＰＳ）（２Ｇ）仕様書 

施仕第**２２１－３０（２Ｇ）号 画像サーバ（２Ｇ）仕様書 

新版 ＥＴＣセキュリティ標準規格書 

※注：**は 新版の西暦下2桁（2012年ならば12）が適用される。 

※1：中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社に適用する。 
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1-3 適用規格 

本仕様書に記載のない事項は、次の規格等に適合するものとする。 

なお、特に版数を指定しない限りは 新版を適用するものとする。 

 

(1) 適用規格、基準 

1) 国際電気標準会議(IEC)推奨規格 

2) 国際電気通信連合電機無線通信部門勧告及び電気通信標準化部門勧告(ITU-R勧告、ITU-T勧告) 

3) 国際標準化機構規格(ISO) 

4) IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)規格 

5) ANSI(American National Standards Institute)規格 

6) 日本工業規格(JIS) 

7) 電気規格調査会標準規格(JEC) 

8) 日本電機工業会規格(JEM) 

9) 電子情報技術産業協会(JEITA)規格 

 

(2) 日本国適用法令 

1) 電波法(昭和25年、法律第131号) 

2) 道路法(昭和27年、法律第180号) 

3) 道路構造令 

4) 国土交通省令 

5) 経済産業省令「電気設備に関する技術基準」 

6) その他関連法令 
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第2章 必要条件 

 

2-1 必要条件及び構造 

本装置の必要条件及び構造を以下に示す。 

(1) 構造、形状、寸法及び質量はなるべく小型、軽量かつ堅牢であること。 

(2) 地震、台風、火災等に対する措置が講じられている構造であること。なお、屋外設置装置に関

しては、併せて、防水、防錆、防塵及び塩害に対する措置が講じられている構造であること。 

(3) 人体への影響及び他の電子機器への電磁干渉に対して十分な配慮が払われていること。 

(4) 筐体は、容易に開けられない構造とし、扉を設置する場合は、複数の構造の異なる鍵により施

錠できるものとし、鍵の仕様については別途指示するものとする。 

(5) 筐体内部の発熱(屋外設置装置に関しては太陽光による輻射熱も含む)等の局所的な温度上昇を

緩和する構造とすること。 

(6) 電源投入状態で、構成品の内部に結露を発生させない構造とすること。 

(7) 無停電電源装置の切替等の瞬断時に、安定した動作をするものとすること。 

(8) 屋外設置装置については、車両等進行方向に対して、側面又は裏面からの保守点検(計器測定

を含む)が容易に行える構造とし、運用車線への影響を極力少なくすること。また、保守点検は

簡便に行えることとし、外部出力信号を出せる構造とする。 

(9) 筐体はD種接地を施すことのできる構造であること。また、下記の(10)及び(11)に示す雷保護

デバイスは、別途、避雷専用の接地を施すことが出来る構造であること。 

(10) 屋外設置装置の電源部は、JIS C 5381-11「低電圧配電システムに接続する低圧サージ保防

護デバイスの所要要求性能及び試験方法」クラスⅡを満足する耐雷に対する措置を講ずるこ

と。なお、サージ保護デバイスの試験の公称放電電流は5,000Aとする。 

また、屋内設置装置であっても、屋外装置と接続される電源回路は上記と同様の措置を講じる

ものとする。 

(11) 屋外設置装置の回線保護については、JIS C 5381-21「通信及び信号回路線に接続するサー

ジ防護デバイス（SPD）の所要要求性能及び試験方法」カテゴリC2を満足する耐雷に対する

措置を講ずること。なお、サージ保護デバイスの試験の公称放電電流は5,000Aとする。 

また、屋内設置装置であっても、屋外装置と接続される通信回線は上記と同様の措置を講じる

ものとする。 

(12) 筐体に管理銘板を取り付けるものとする。 

管理銘板は耐久性に優れた材質とし、記載事項は明瞭に刻印又は印刷するものとする。 

また、取付位置は筐体扉等の内側の下部とし、堅牢に取付けるものとする。記載事項は日本文

字で記載するものとし、次のとおりとする。なお、管理銘板の参考図を図2-1.1に示す。 
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記載事項 ：「○日本高速道路株式会社」「○○装置」「仕様書番号」「定格電圧」「周波

数」「製造年月(工場出荷時期とする。)」「製造者」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-1.1 管理銘板(参考図) 

 

(13) 筐体の据付に対する耐震強度ならびに筐体の耐震性能は、「電気通信設備工事共通仕様書（国

土交通省 大臣官房技術調査課電気通信室） 第 3 編 電気通信設備工事共通編 第3章設備

の耐震基準」の重要機器Bに相当する基準を満足するものとする。 

 

2-2 電源 

2-2-1 電源部の特性 

(1) 本装置が必要とする安定化電源を備えること。 

(2) 入力電圧に対して安定した動作を行うこと。 

(3) 10ms以内の瞬断に対応できること。 

(4) 電源部の一次側にノイズを出さないことに留意すること。 

 

2-2-2 入力条件 

単相AC100V±10％ 又は 200V±10％ 50Hz／60Hz±5％ 

（特記仕様書で定める。） 

 

2-2-3 絶縁抵抗 

交流電源入力端子－筐体間は10MΩ以上(直流500VAの絶縁抵抗計で測定。サージ吸収素子は除

く)であるものとすること。 
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2-2-4 絶縁耐圧 

交流電源入力端子－筐体間がAC100Vの場合はAC1000Vを1分間印加し、AC200Vの場合は

AC1500Vを1分間印加し、異常がないものとするのないこと。(サージ吸収素子は除く。) (交

流電源入力端子－筐体間電圧は特記仕様書で定める。) 

 

2-3 設置場所 

料金徴収施設及びその周辺(料金所等の室内) 

 

2-4 環境条件 

ETC路側装置の環境条件を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細は、IEC60721-3-3 及び IEC607213-4 Classification of environmental conditions - 

Part3:Classification of groups of environmental parameters and their severities - 

Stationary use at non-weatherprotected locations.を参照する。 

ただし、周囲温度、及び相対湿度及び高度は次に示すものとする。 

 

気象条件 屋  内 屋  外  

周囲温度 

 

０℃～＋４０℃ 

（平均３５℃以下） 

－２０℃～＋５０℃ 

（平均３５℃以下） 

 

 

相対湿度 

 

８５％以下において 

結露なきこととする。 

８５％以下において 

結露なきこととする。 

 

 

高度 １，０００ｍ以下 １，０００ｍ以下  

 

 

  

設置場所 屋  内 屋  外 備 考 

 

 

 

 

環境条件 

 

 

 

 

ＩＥＣ６０７２１－３－３ 

３Ｋ３／３Ｚ１／３Ｂ１／３Ｃ

１／３Ｓ２／３Ｍ２ 

 

  Ｋ：気象条件 

  Ｂ：微生物条件 

  Ｃ：化学的活性物質 

  Ｓ：機械的活性物質 

  Ｆ：汚損液体 

  Ｍ：機械的条件 

ＩＥＣ６０７２１－３－４ 

４Ｋ２／４Ｚ７／４Ｂ１／４Ｃ

２／４Ｓ３／４Ｍ４ 

 

  Ｋ：気象条件 

  Ｚ：特別な気象条件 

  Ｂ：微生物条件 

  Ｃ：化学的活性物質 

  Ｓ：機械的活性物質 

  Ｍ：機械的条件 
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第4章 試験及び検査 

 

4-1 機器承諾時検査 

4-1-1 耐震性検査 

（1）筐体の据付に対する耐震強度 

(a)筐体の据付に対する耐震強度の計算値を確認する。 

(b)「電気通信設備工事共通仕様書（国土交通省 大臣官房技術調査課電気通信室） 

第 3 編 電気通信設備工事共通編 第 3 章 設備の耐震基準」による計算結果を提出す

る。また、アンカーボルト単体の強度試験データについてもあわせて提出する。 

(c)「電気通信設備工事共通仕様書（国土交通省 大臣官房技術調査課電気通信室） 

第 3 編 電気通信設備工事共通編 第 3 章 設備の耐震基準」の重要機器Bに相当する基

準を満足するものとする。 

（2）筐体の耐震性能 

(a)筐体の耐震性能に対する計算値を確認する。 

(b)筐体の耐震強度計算については、製造者が設定した耐震強度計算方法により計算した結果を

提出する。 

(c)筐体内に収容している状態での主要機器の転倒、移動については、製造者が設定した耐震強

度計算方法により計算した結果を提出する。 

(d)「電気通信設備工事共通仕様書（国土交通省 大臣官房技術調査課電気通信室） 

第 3 編 電気通信設備工事共通編 第 3 章 設備の耐震基準」の重要機器Bに相当する基

準を満足するものとする。 

 

4-2 自主検査 

本設備に使用する機器は各製作工場において、下記の自主検査を行い、その試験成績表を監督員

に提出すること。 

 

(1) 外観検査 

組立状況の外観ならびに寸法検査 

(2) 機能動作試験 

各種機能の動作確認 

(3) 絶縁抵抗試験 

(4) 耐電圧試験 

(5) 消費電力検査 

(6) インタフェース試験 

自装置および他装置との取り合い確認 
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付属資料－１ 

 

 

 

 

ETC設備 現地試験内容 
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1-1-5 前提条件 

 

(1) 鍵のバージョンアップ及び鍵の緊急更新の扱いについて 

対向試験で使用するSAMは、鍵のバージョンアップ及び鍵の緊急更新における正常動作が確認さ

れているものとし、本章で定める対向試験の対象外とする。 

 

(2) 料金所設定情報の合意 

本試験の実施前に、受注者、監督員、当該支社及び識別処理情報中央局にて料金所設定情報（料

金所番号、IPアドレス等）の合意が得られていること。 

 

(3) ETC設備の設定について 

本試験の実施前に、上記(2)で合意された料金所設定情報（料金所番号、IPアドレス等）に基づ

き、ETC設備の設定が完了していること。 

 

(4) 暗号鍵の発行・登録について 

本章に基づいて実施する対向試験は、暗号鍵の発行、登録が完了した後に実施するものとする。 

(a) 一般財団法人ITSサービス高度化機構（ITS-TEA）から暗号鍵が発行されていること。 

(b) 料金所設定情報で指定された鍵配信日時以降であること。 

 

(5) ETCネットワーク疎通について 

ETC設備～識別処理情報中央局間ネットワーク（管理事務所ルータ、支社ルータ、支社L3SW）のル

ーティング設定が完了していること。 

 

(6) 試験順序について 

本章に基づいて実施する対向試験は、次の接続試験が完了した後に実施するものとするが、事前

に識別処理情報中央局へ鍵配信要求を行い暗号鍵を受信しても良いものとする。 

(a) ETC設備 走行試験 

(b) ETC設備～料金収受機械システム間接続試験 

(c) ETC設備～監視中央局間接続試験 

 

また、「ログ収集登録の確認」については、(a)の「ETC設備 走行試験」により生成したロ

グを使用することができるものとするが、走行試験の条件及びログの内容を事前に識別処理情

報中央局に通知すること。 

 

(7) 試験に必要な資料方案書の作成について 

具体的な対向試験の実施については、1-2-5 対向試験要領書等の貸与・返却について に記載の

通り、識別処理情報中央局と事前調整の上、各機器製造者が個別に現地試験方案書及び識別処理情

報中央局に提出すべき資料を作成し、監督員の承諾を得て実施するものとする。 
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1-2-5 対向試験要領書等の貸与・返却について 

「ETC設備～識別処理情報中央局間対向試験 要領書」（契約後開示）は、別途、一般財団法人

ITSサービス高度化機構が定める規程に基づき、識別処理情報の付与申請に必要な書類を受注者が

識別処理情報中央局に提出する際、対向試験に関する体制表及び関連するチェックリスト等の様

式を含めて、識別処理情報中央局が受注者に貸与する。なお、「ETC設備～識別処理情報中央局間

対向試験 要領書」（契約後開示）については、対向試験完了後、受注者にて確実に廃棄し、その旨

を電子メール等にて受注者が識別処理情報中央局へ通知するものとする。 

 

付図1-1-2-5.1 対向試験要領書等の貸与・返却について 

 

 

 

鍵申請のため、識別
処理情報中央局と日

程調整

鍵申請用媒体持込 等

識別処理情報中央局
から対向試験要領書

（※注1）を貸与

鍵申請時

対向試験完了

対向試験要領書（※注
1）の廃棄

識別処理情報中央局
への廃棄完了連絡

（※注2）

開始

終了

※注1：ＥＴＣ設備～識別処理情報中央局間対向試験要領書
　（試験成績書含む）を指す

（同日実施）

※注2：廃棄時は電子メールによる連絡とするが、連絡様
　式は特に定めない。なお、廃棄日、廃棄方法及び廃
　棄責任者を明記すること。
　（連絡先は、対向試験要領書貸与時に通知）
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